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沼津工業高等専門学校 太田匡洋（oota.tadahiro.h2@gmail.com） 

 

はじめに 

人文社会系の学問と自然科学系の学問の相違はどこにあるのであろうか。そのポイン

トの一つとして、対象のステータスの相違が挙げられる。自然科学の扱う対象の多くは、

自然界に実在している自然現象を対象としている。これに対して人文・社会科学におい

ては、必ずしも自然界に実在しない対象を扱っている点で、自然科学とは大きく異なる

性格を有している。どんなに我々の自然観測技術が進歩しても、自由や人権が観測可能

になることは、事柄の本性からしてありえない。この限りにおいて、人文社会系の学問

が扱う対象は、自然科学とは根本的に異なっているといえる。 

 実は、この「自然界に実在しない性質を扱う」という点は、哲学史の言説を紐解くな

らば、これと同じ特徴が、数学を筆頭とする形式科学に対しても認められることがある。

数というものは、自然現象として自然界に実在するものではない。図形もまた、あくま

でも理念的にしか存在しえないものであり、それ自体が自然現象において完全な姿で与

えられているわけではない。このように、数学を筆頭とする形式科学は、一方では自然

科学の基礎をなすがゆえに、自然科学の典型のように扱われながら、他方では自然現象

として与えられていない限りにおいて、非存在に関する学問としてのステータスを付与

されてきた。 

 このような「非存在」という側面を重視することによって、「非存在」を包括した存

在領域を確保することで、新たな学問論を打ち立てようとした分野が、19 世紀から 20

世紀にかけてのオーストリアに存在した。それが、マイノングによって創設された「対

象論」という分野である。 

マイノングが属していた思想潮流は、今日でこそ忘れられがちな流れであるが、20世

紀初頭においては「ブレンターノ派」と呼ばれる一つの学派を形成していた1。そのこと

は、西田幾多郎が 1917年に刊行した『現代における理想主義の哲学』において、「理想

主義哲学」（ドイツ観念論）や「新カント学派」と並んで、「ブレンタノ学派」に一章を

割いていること、そしてこの「ブレンタノ学派」の中で、フッサールやラッセルが一括

して扱われいることなどから、その同時代における影響力を見て取ることができる。こ

のように、20世紀初頭の段階においては、「独墺哲学」というかたちでブレンターノ派

に代表されるオーストリア哲学にも場所が与えられていたことが、当時の知識社会学的

 
1 この点については、小山[2022]の第 1 章でも紙幅を割いて論じられている。 
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な特徴として挙げられる。そして、このブレンターノ派の一潮流として位置づけられる

のが、マイノングの対象論である。 

マイノングの名前そのものは、近年の分析哲学において、グレアム・プリーストを中

心とした「新マイノング派」と呼ばれる立場が定立されていることから2、しばしば耳に

するものである。しかし、19世紀末から 20世紀初頭という時代状況において、マイノ

ングが目指していたものの内実は、必ずしも明白ではない。ブレンターノ派の潮流に身

を置きながら、マイノングの対象論が目指したものを、一言でまとめるならば、非存在

を対象とした新たな学問領域の構築である。そのための着眼点となったのが、存在者に

おける「存立（Bestand）」という領域の確立であり、「客態（das Objektiv）3」というス

テータスの定立である。これによって、従来の存在論やカテゴリー論に顕著に認められ

る「現実存在（Existenz）への偏重」を批判し、数学に代表される非存在の領域を学問の

ために確立しようとした点に、マイノングの特徴が認められる。 

 このマイノングの試みは、西田に言わせれば「あまり発達しないやうである4」と評さ

れるにとどまった。しかし、この試みを受け継いだと推定される人物が、やはり 20 世

紀前半の日本に存在する。それが、後に行政学の一大巨頭となった、田村徳治である。

田村徳治の最初期の問題意識は、広義の法学・政治学に代表される人文社会系の学問の

基礎づけにあったと考えられる。この観点から田村は、その最初期の仕事に属する 1922

年の書物『哲学の一領域としての対象論の研究』（以下『対象論の研究』）において、「対

象」概念の分類に定位した学問論の展開を試みている。ここで田村が目指しているのは、

「対象論」という分野を改めて成立させるとともに、この観点から非存在を含む対象の

領域に細かな区分を加えることによって、それぞれの学問が従事する現象が、いかなる

ステータスを有するものであるかを見定めることであったと考えられる。冒頭に述べた

ように、数学をはじめとした形式科学と、人文社会系の学問は、非存在に携わっている

点において、ともに自然科学とは異なるステータスの対象を扱う学問である。したがっ

て、数学に範を求めたマイノングの対象論が、行政学の第一人者である田村徳治の問題

意識と呼応したことは、決して不思議なことではない。このようにして、今日では忘却

されがちなオーストリア哲学の影響が、戦前の日本にも影響を及ぼしていた現場を、や

はり看過されがちである田村の最初期の論考のうちに見て取ることができるのである。 

 以上のような問題意識に立脚して、本稿は以下の順番で進む。まず、西田幾多郎の『現

代における理想主義の哲学』におけるブレンターノ派の記述およびマイノングに関する

言及を参照することによって、同時代の日独におけるマイノングの位置づけを確認する

 
2 Cf. Priest[2005]. 
3 Das Objektiv の「客態」という訳出は、小関健太郎氏の研究にならったものである。な

お、西田幾多郎や、1930 年の三宅実の『対象論に就いて』の邦訳においては、二重鍵括弧

で『客観的』と訳出されている。 
4 西田[1917], 134 頁. 
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（１節）。次に、マイノングの『対象論について』を中心に検討することによって、マ

イノングの対象論の内実を確認する。具体的には、対象論というトポスそのものの成立

および（2.1節）、対象のステータスの問題（2.2節）、そしてその典型としての数学の位

置づけについて確認する（2.3節）。 

以上を踏まえた上で、田村徳治の『対象論の研究』を取り上げ、同書の議論の歩みを

検討する。はじめに同書の方法論的前提を確認し（3.1節）、次いで学問論の成立という

同書の問題意識を概観する（3.2 節）。さらに、基礎概念の定義に定位しつつ（3.3 節）、

議論を対象論へと収斂させてゆく田村の議論の歩みを確認したうえで（3.4節）、田村に

独自の着眼点である「支盤」概念の導入と（3.5節）、マイノングの対象論の鍵概念であ

る「存立」を田村が如何にして換骨奪胎しようとしているのかを明らかにし（3.6 節以

降）、それらを踏まえた田村の対象の分類の試みについて確認する（3.7 節）。そして最

後に、『対象論』における対象の分類が、学問の分類にもリンクしていることを指摘す

る（4節）。 

 

1. 『現代における理想主義の哲学』におけるマイノングの位置づけ 

 19世紀末から 20世紀初頭は、哲学がかつてない影響力を有すると同時に、哲学史に

おいては一種のデッドスポットとしての様相を呈している。この時代の思想潮流を辛う

じて特徴づけられるものがあるとすれば、それは新カント派の活躍である。すなわち、

19世紀末から 20世紀初頭における欧州の哲学は、新カント派の台頭によって特徴づけ

られる――これが、従来の哲学史を理解する上での一つの図式であったといえる。 

 しかし、同時代の日本における哲学史の言説を顧みるならば、同時代の哲学潮流が、

より高い解像度で理解されていたことがうかがわれる。この時代の哲学史理解の傍証と

なるのが、西田幾多郎の哲学史記述である。西田幾多郎は『自覚に於ける直観と反省』

を刊行した 1917年に、『現代における理想主義の哲学』という書籍を刊行している。前

者が西田自身の哲学的立場を濃厚に打ち出した主要業績の一つに数えられるのに対し

て、後者は極めてフラットな立場から同時代の哲学の状況を記述したものである。同書

のなかで西田は、20世紀初頭の哲学的状況を次のように診断している。 

 

現代の哲学を理解するには一方に自然科学を批評してカントの立場にかへつた認

識論的哲学と、他方に経験の意味を徹底することによって到達し得たジェームスの

根本的経験論といふ如きものとを考へねばならぬ。この二の学説が主なる流となつ

て種々なる現代の哲学を織りなしてゐるのである。新カント学派は前者の方の潮流

であるが、これと略同様なる考がブレンタノの心理学を基礎とする一派から起り、

漸次新カント学派と結びつかんとしてゐる。（西田[1917], 126頁） 

 

 以上のように、西田は「認識論的哲学」と「根本的経験論」に同時代の哲学を二分し、
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前者の特徴として新カント派を位置づける。しかし、前者の潮流には新カント派だけが

数えられるわけではない。その潮流の解像度を上げたならば、「ブレンタノの心理学を

基礎とする一派5」が新カント派への接近を見せつつも異なる潮流を形成していると、

西田は指摘する。この観点から西田は、ブレンターノ派の特徴について、次のように述

べている。 

 

十九世紀の中頃から盛となつた生理的心理学は吾人の心理現象を物理現象又は生

理現象と同じやうに研究せんとする自然科学である。然しながら心理現象は単なる

自然現象と全く同一の者であらうか、自然科学的方法が果して心理現象を研究すべ

き唯一の方法であらうか。此等の点に就て疑を抱く人が心理学者の中からも出て自

然科学的心理学に反対した一派が起るやうになった。ブレンタノ等が即ちそれであ

る。（西田[1917], 128） 

 

 以上のように、主に心理学の潮流の中から登場したものとして、ブレンターノ派の存

在が取りあげられている。この観点から西田は、ブレンターノ派の潮流に数えられるべ

き哲学者として、ブレンターノ、マイノング、ボルツァーノ、トワルドフスキー、そし

てブレンターノの影響下で思索を展開したフッサール、さらにはラッセルの実在論を、

この潮流に数え入れている。これらの中でも、「対象論」という形で新たな学問論の定

立を図った点で特筆に値するのが、マイノングである。西田はマイノングについて、次

のように紹介している。 

 

ブレンタノの考をうけて内在的対象の考を発展した人はグラーツのマイノング（一

八五三－）であつた。マイノングはブレンタノの内在的対象即ち意識内容だけをと

つて対象論といふ一の学問を組織せんとする人である。空間に対して幾何学がある

やうに色彩に対しても色彩の幾何学があつてよい筈である。見るとか感ずるとかの

精神作用からひきはなして赤とか青とかいふ色の性質、関係等を研究せんとするの

が対象論である。数学は対象論の一部である。（西田[1917], 131頁以下） 

 

 以上のように西田は、色彩を典型事例とするマイノングの議論を紹介しながら、マイ

ノングの独自のトピックである「対象論」という分野について紹介を行っている。しか

し、対象論が包括するのは、色彩論だけではない。むしろ対象論の主要な矛先は、数学

にこそ向けられている。 

 この対象論の大きな特徴は、実在するものを扱うのではなく、その実在をペンディン

グしたうえで残存するそれらの「意味」、マイノングの言葉を用いれば「相在（Sosein）

 
5 西田[1917], 126 頁. 
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6」を扱う点に求められる。この点について、西田は次のように説明している。 

 

対象論は実在の学問に非ずして意味の学問である。事物の研究に非ずして属性の研

究である。対象論の研究の目的は「客観」でなくして「客観的［＝客態］」である。

客観は存在するものであるが「客観的［＝客態］」は成立するものである。直線とか

円とかは存在する実在ではない。青とか赤とかの色彩を研究するのは赤い花や青い

空を研究するのではない。赤そのもの、青そのものゝ性質又は相互関係を研究する

のである。然し赤き花がなければ赤そのものもないではないかと考へる人があるか

もしれぬ。勿論赤き色は赤き花があつて存在するが赤そのものの性質の研究には必

しも赤き花の存在による必要はない。球の性質を研究するには必しも球体の存在に

よる必要はない。対象論は数学的対象の如きものを論ずるのである。（西田[1917], 

133頁以下） 

 

以上のように、対象論という分野が扱おうとする対象のステータスは、「成立するも

の」――マイノングの言葉を用いれば「存立するもの（das Bestehende）」としての「客

態（das Objektiv）」という概念によって同定されるものである。それでは、このような

新規的な学問にはいかなる価値が認められうるのであろうか。この点について西田は、

次のように診断している。 

 

マイノングの対象論はあまり発達しないやうであるがとにかく一種の新しい学問

であると云つてよいであろう。（西田[1917], 134頁） 

 

 以上のように、1917 年時点の西田は、マイノングの試みにある種の限界を見出しつ

つも、一定の価値を認めていることが見て取れる。 

 

2. マイノングの対象論 

2.1. 対象論というトピックの成立 

 以上では、西田幾多郎によるマイノングの説明を概観した。ここからは、マイノング

自身の『対象論について』（Meinong[1904]）のテキストに定位しながら、マイノングの

試みを整理してみよう。 

『対象論について』は、『対象論と心理学の探究』と銘打たれた論文集の冒頭を飾る、

マイノングの論文の一つである。この論文においてマイノングは、自らの「対象論」と

いう分野の成立についてコンパクトにまとめている。以下では、この観点からマイノン

グの議論を追跡することとする。 

 
6 この訳語は小関健太郎氏に負っている。 



6 

マイノングが最初に試みるのは、新たな学問領域としての対象論というトピックを切

り拓くことである。マイノングによれば、従来「対象そのもの」を扱う学問分野は存在

してこなかった。この点についてマイノングは次のように述べている。 

 

そのような、かたや見落とされ、かたやその固有性からいて十分に承認されなかっ

た知の領域を示すこと、これが、ここで呈された問いの意図である。すなわち、対

象そのものおよびその普遍性からみられた対象の学問的扱いは、その言うなれば正

当な場所を、どこに有しているのかということである。すなわちこの問いとは、学

問的伝統によって信任された諸学問のもとに、対象そのものの理論的扱いを求めた

り、そのような扱いを少なくとも期待できそうな学問が、存在するのかどうか、と

いう問題である。（Meinong[1904], S. 3） 

 

 以上のようにしてマイノングは、「対象そのものの理論的扱いを求める」学問分野と

しての「対象論」の成立を宣言することとなる。 

しかし同時に、マイノングによれば、そのような分野の成立は、対象論とともにまっ

たく新規に成立するわけではない。むしろ、それは過去に「形而上学」という分野にお

いて語られてきたものと大きな重複を有するという。マイノングは以下のように述べる。 

 

これに対して、隣接学問に対する「秩序ある関係」の方が、対象論の位置づけにと

ってはより重要であるように私には思われる。この隣接学問については、すでに繰

り返し話題にしてきた。私が指しているのは形而上学であり、なんとなれば哲学史

は、この形而上学の名のもとで、極めて重要な対象論的な論述の多くを記録してき

たのである。（Meinong[1904], S. 35）7 

 

2.2. 対象のステータスとしての「存立」と「客態」 

2.2.1. 「存立」と「現実存在」 

それでは、形而上学と対象論のあいだには、どのような違いがあるのであろうか。そ

れは、対象論において想定されている「対象」の存在をめぐるステータスの相違である。

 
7 また、マイノングは次のようにも述べている。 

 

特殊諸学問に並ぶ一般的学問の思想に対する検討を、現実的には馬鹿げたものである

と見なすのは、避けなければならないであろう。あらゆる時代の最良の人々に、彼ら

の知的衝動のもつ、究極の、そしてなにより承認された目標として、思い浮かべられ

るもの、かの世界全体をその本質および究極的な諸根拠に即して把握すること。この

ことはしかし、個別的な諸学問に並ぶ一つの包括的学問の事柄だけが、そうであるこ

とができるものである。実際に、形而上学という名前によって考えられてきたのは、

そのような学問であるにほかならない。(Meinong[1904], S. 4) 
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マイノングによれば、伝統的な「形而上学」は、「現実存在するもの（das Wirkliche）」

ひいては「現実的な世界全体」の把握に関わってきたという。このようなマイノングの

診断は、形而上学の十全な対象を「実在的である限りにおける存在（ens inquantum ens 

reale）8」のうちに同定したスアレス以来の形而上学の伝統を想起するならば、的外れな

ものとはいえないであろう。この観点からマイノングは、次のように述べている。 

 

疑いなく、形而上学は、現実存在するものの総体に関わる。しかし、現実存在する

ものの総体は、現実存在したものや、するであろうものを含むものであるが、認識

対象の総体に比べれば、無限に小さいものである。 (Meinong[1904], S. 5) 

 

 そして以上のような観点から、同時代の「存在論」や「カテゴリー論」もまた、その

ような形而上学に分類されると指摘する。 

 

「存在論」、「カテゴリー論」そして多かれ少なかれ一致するようなものは、つねに

形而上学に分類されてきて、時に応じて現実的なものの限界を超える関心を許して

きたということ。このことは、ただこの関心の権利と不可避性を証言するのみなら

ず、私が見る限り、疑いなく、次のような余地をもたらした。それはすなわち、す

べての形而上学の根本志向が、そうはいってもつねに、本来の自然的な意味での「世

界」の把握に向けられていること、すなわち現実的なものの世界の把握に向けられ

ているということである。このことは、把握されるべきものが、現実的なものとい

う名前を決して要求しないことを、この把握がもたらしているように見えるばあい

ですら、そうなのである。 (Meinong[1904], S. 38) 

 

 それでは、対象論が取り組む対象のステータスはいかなるものであろうか。それを同

定するためにマイノングが導入するのが、「存立（Bestand）」というキーワードである。

マイノングは、「存立（Bestand）」と「現実存在（Existenz）」を区別し、「現実的なもの」

の成立を、後者の「現実存在」に割り振る。そして、「現実存在する（existieren）」わけ

ではなく、それとは別のしかたで「存立する（bestehen）」対象を扱うところに、対象論

の特徴を同定する。そのような「存立」の例として、マイノングは観念的な諸対象を例

に挙げて、次のように述べる。 

 

観念的な諸対象は、たしかに存立（bestehen）するが、しかし決して現実存在

（existieren）しない。従って、いかなる意味でも現実的（wirklich）ではありえない。

例えば、同等性や差異性などは、この種の諸対象である。 (Meinong[1904], S. 5) 

 
8 DM, 1, 1, 26, cf. 井上一紀[2013].  
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2.2.2. 「客態」としての存在 

さらにマイノングは、上記の観点から、「客観（Objekt）」と「客態（das Objektiv）」と

いう二つの術語の区別を導入する。マイノングによれば、狭義の表象作用の対象は「客

観」と呼ばれる反面、認識作用や判断作用の対象は、「客態」に属するとされる。そし

てマイノングによれば、「客態」は現実存在することはなく、ただ「存立する」のみで

ある。 

 

私は、そのようなもの［対象］のために、「客態（das Objektiv）」という名前を提出

し、この客態そのものが、本来の客観の機能へと参入し、とりわけ新たに客観に向

けられた諸判定ならびに、そのような知的操作の対象の機能のうちにも参入するこ

とを説明した。(Meinong[1904], S. 6) 

 

 しかし、なぜマイノングは「存立」のような特殊な存在のステータスを切り拓き、そ

こに判断作用の対象としての「客態」を割り当てる必要があったのであろうか。その背

景にあるのが、あらゆる判断に際しては、それが存在に関して肯定的であるか否定的で

あるかを問わず、ある種の主語概念の存在措定を伴うという、マイノングの着眼点であ

る。このような、判断にともなう存在措定の問題について、マイノングは次のように述

べている。 

 

「青は現実存在しない」と私が主張する場合、私は決して、何らかの表象やその何

らかの能力を念頭に置いているのではなくて、ほかならぬ青を念頭に置いているの

である。それはあたかも、青がまずは存在（sein）しなければならず、それによっ

て青の存在や非存在への問いがそもそも呈されることができるかのようである。し

かし、新たにパラドックスや現実的な不合理に陥らないために、次のような言い回

しが許されるであろう。すなわち、青および、同様にあらゆる他の対象は、その存

在や非存在についての我々の決定に、何らかの仕方で先立っており、その仕方にお

いては、非存在を妨げることはないのである。(Meinong[1904], S. 10) 

 

 上記のように、我々が何らかの対象について判断を下すに際しては、その判断作用の

対象は、「その存在や非存在についての我々の決定に、何らかの仕方で先立って」いな

ければならないとマイノングは指摘する。そして、その対象が先立っているということ

は、その対象が現実存在することを意味するわけではなく、むしろその判断作用の対象

に関して、その「非存在を妨げることはない」のである。このような観点から、マイノ

ングは次のように述べている。 

 

ある A が存在しないこと、より短く言えば A の非存在は、他の箇所で述べたよう
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に、Aの存在と同じくらいよく、客態なのである。そして、私がＡが存在しないと

私が言う権利があるのと同じくらいの確かさで、「Ａの非存在」という客態そのも

のに、ある存在（より厳密には、すでに言及したように、存立）が属するのである。

(Meinong[1904], S. 10) 

 

 さらにマイノングは、「相在（Sosein）」という概念との関わりのもとでも、この問題

を論じている。「相在」とは、対象の現実存在をペンディングしたうえで、それでも残

る対象の“あり方”のことを指す。マイノングは次のように述べる。 

 

しかし、あらゆる認識作用それ自体は結局のところ存在者に関わるということは、

正当ではないであろうか。存在者、すなわちいかなる認識作用もそれなくしては認

識作用として通用しない「事実」は、それに関する認識の働きが把捉した客態であ

り、この客態には存在が、より厳密には存立（Bestand）が帰属する。それは、肯定

的か否定的か、存在か相在（Sosein）かを問わず、そうなのである。（Meinong[1904], 

S. 24） 

 

 上記のように、認識作用には「客態」というあり方が割り当てられ、それに対して「存

立」が認められる。そして、この「存立」は、狭義の「存在」「非存在」のいわば外側に

設定された存在領域である9。この点についてマイノングは次のように述べている。 

 
9 このような存在領域の措定に際しては、しばしば疑問が呈されてきた。その典型の一つ

が、マルクス・ガブリエルが『意味の領域（Field of Sense）』で呈した次のような議論であ

る。 

 

全てのものが現実存在する、そしてさらにはとりわけ、その現実存在にコミットする

ことなしには、我々はいかなるものの現実存在も否定することが出来ない。マイノン

グ主義を、我々のそのような主張から帰結する見方として捉えてみよう（この点で

は、マイノング自身が現実存在と存立を区別していることは重要ではない）。さらに

とりわけ、マイノング主義によく関係づけられる見方は、次のようなものである。ユ

ニコーンは現実存在しないと主張することは、ユニコーンに関する何らかの主張を行

うことであるが、このときユニコーンは現実存在しなければならないか、少なくとも

我々が語っているものの対象でなければならない。これはクワインを思い起こさせる

「プラトンの髭」のようなもので、その現実存在を前提とせずして我々は何かについ

て語りえないという、文字通り見かけ上のパラドックスである。我々は、それが現実

存在することを前提とせずして、いかなるものについても語りえない。我々は、ユニ

コーンの現実存在にコミットすることなくして、ユニコーンが存在しないとは語りえ

ない。もちろん、実際のマイノング主義は、現実存在と存立を区別しており、実際の

マイノング主義が言うとすれば、たんにユニコーンは恐らく現実存在しておらず、

我々がそれらの現実存在を否定するとき、それらは存立しなければならない、という

だけであろう。この見方はしばしば、思考性についての間違った考え、すなわち対象

はたんに志向的な対象（志向性の対象）か、それに加えて実在的な対象でなければな

らないという考えの帰結として、解釈されている。私がテーブルを見る時それは志向
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二つの存在客態のいずれか、すなわちその存在か非存在のいずれかが、つねに存立

しているとしても、対象はその本性からして存在の埒外10のもの（außerseiend）なの

である。（Meinong[1904], S. 13） 

 

2.3. 数学の位置づけと対象論の射程 

 以上のようにしてマイノングは、「存立」という存在のステータスを確立し、そこに

「客態」という対象のあり方を割り当てることによって、対象論という学問領域を設定

しようとする。それでは、この学問領域は、具体的にはどのような対象を包括するので

あろうか。 

マイノングによれば、この対象論に包括される学問分野の典型が、数学である。数学

的対象は、点や線の定義から明らかなように、現実存在しないものと見なす伝統が存在

する。マイノングはその伝統にのっとり、対象論の典型事例として、数学を取り上げ、

次のように述べている。 

 

ここで差し当たり数個の実例によってのみ述べられたことを、いまや高度に、いや、

最高度に発展した学問全体が、証言してくれる。その学問とは、数学である。まる

で数学が、現実存在するものに関わらなかったかのような意味で、数学を非現実的

な学問と呼ぼうとすることは、まったくない。それどころか、現実的なものの理論

的探究におけるのに劣らず、実践的生活においても、その適用領域が数学に保障さ

れていることは、疑いえないことである。しかし、純粋に数学的な認識は、いかな

る場合においても、現実的であることを本質とするものに関わるわけではない。数

学そのものがかかわりを持つ存在は、決して現実存在ではない。この点において、

数学は存立（Bestand）を超えでることはない。だが、直線は、直角と同じく現実存

在しておらず、直角や正多角形は、円と同じく現実存在しない。しかし、数学的な

言語使用が、状況によっては極めて明瞭に現実存在を要求することは、たんにこの

言語使用の特殊性としてのみ通用するものである。 (Meinong[1904], S. 6) 

 

 以上のように、数学的な認識は、「現実的である（wirklich）」対象に関わるものではな

いとされ、その成立領域は、「現実存在」から区別されたものとしての「存立（Bestand）」

 

的対象である（私がそれを見ている）とともに、実在的な対象でもある（私は実際に

それを見ており、たんに夢見ているわけではない）。第二部の認識論の章で見るよう

に、我々がそれを見ることによって実在性を倍加するような、誤った考え方を保持す

る理由は無い。 (Gabriel[2015], p. 179f.)  

 

謝辞 この点については、大林侑平氏にご教示をいただいた。感謝申し上げます。 
10 この訳出については、植村[2013]に倣った。 
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のうちに求められる。このような領域を剔抉することによって、マイノングは数学とい

う学問分野の基礎づけを企図していたと考えられる。 

 他方でマイノングは、対象論の射程範囲を、数学のみに限定しようとしていたわけで

はない。『対象論について』においてはあまり具体的に語られていないものの、マイノ

ングは対象論の包括範囲について、次のような言葉を残している。 

 

この第二の点は、数学の対象論に対する関係においては、次のような事情によって、

いくらか不明瞭にされてきた。その事情とは、対象論の領域においては、数学はあ

る一つの学問ではなく、少なくとも差し当たっては、その固有な種において知られ

承認された、唯一の特殊学問の代理となるということである。このことによって対

象論は、二重の、その各部において恐らく完全に異種的な課題を割り当てられる。

一つは、その広範さに関して最大限の普遍性をもつ学問であり、他方では、その特

殊な扱いがこれまで与えられてこなかった、当該特殊諸学問の全体に、ある程度代

わるという課題である。 (Meinong[1904], S. 28) 

 

 以上のようにマイノングは、数学のうちに対象論の典型事例を認めつつ、対象論の射

程を拡張しようとする。この観点からマイノングは、次のように述べる。 

 

この意味において、そしてこれもまた当面の理解にすぎないであろうが、特殊対象

論と一般対象論に区別することができる。(Meinong[1904], S. 30) 

 

 以上のようにしてマイノングは、対象論の成立を企図している。ここで伝統的な形而

上学が「一般形而上学」と「特殊形而上学」に区分されてきた歴史を思い起こすならば、

ここでのマイノングの試みが、伝統的な形而上学と類比的なかたちで行われていること

が見て取れる。 

このようなマイノングの構想は、伝統的な形而上学のオルタナティブを提示しようと

している点で、野心的なものであると評価できる反面、西田の診断において「あまり発

達しないやうである」と語られていたように、これ以上の目覚ましい展開を遂げること

はなかったと考えられる。しかし、このマイノングの取り組みが、後の日本において引

き受けられることとなる。それが、先述の通り、田村徳治の最初期の研究である。数学

を典型事例としたマイノングとは異なり、田村は文化科学を中心とした独自の観点から

対象論という分野を打ち立て、対象概念の分類という作業に従事することで、この分野

を確立しようとする。次節では、田村の『対象論の研究』を参照することによって、田

村の取り組みがいかにしてマイノングと対決しようとしていたのかを明らかにする。 
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3. 『対象論の研究』におけるマイノングとの対決 

前節では、マイノングが「存立」という対象のステータスを認め、その典型事例を数

学のうちに見出していることを確認した。しかし、現実存在しない対象を扱う学問は、

数学だけではない。たとえば、社会科学に分類される諸科学、たとえば行政学や法学も

また、現実存在しない事物についての学問である、ということができる。これらの学問

が扱う対象を、自然現象のなかに見出すことは、事柄の本性からして不可能である。そ

れでは、そのような学問、ひいてはそのような学問が扱っている事物は、いかなるステ

ータスを有するものなのであろうか。後に行政学の第一人者となる田村徳治の最初期の

仕事である『対象論の研究』は、そのような問題に差し向けられたものであると考える

ことが出来る。 

 

3.1. 『対象論の研究』の方法論的前提としての綜合的方法 

 『対象論の研究』の冒頭で、田村はまず個別的知識と一般的知識の関係について説明

している。ここで田村は、「個別的、具体的、且応用的の知識は、［…］一般的、抽象的、

且原理的知識の支持若くは指導の下に、初めてその正確を待ち得、又其の真価を発揮し

得るものであります11」と指摘して、抽象的・原理的な知識の優位を主張している。 

この抽象的・原理的な知識の優位は、田村の本における叙述の順序のうちに現れてい

る。田村の採る叙述の順序は、最初に「物」や「世界」などの基礎概念を定義すること

から出発して、派生的な諸概念を説明するという順序を採用している。このような叙述

の順序は、イマヌエル・カントの術語を用いて整理するならば、いわゆる「綜合的方法」

を採用しているということができるであろう12。この点について、田村は次のように述

べている。 

 

然るに前の知識、即ち個別的、具体的、且応用的の知識は、後の知識、即ち一般的、

抽象的、且原理的知識の支持若くは指導の下に、初めてその正確を待ち得、又其の

真価を発揮し得るものでありますが故に、若前の知識にして直接な実際の需要に応

じ得るものとするならば、後の知識も亦間接に其の実際の受容に関係が有るものと

謂はなければならぬ筈であります。（田村[1922], 10頁） 

 

 さらにこの観点から田村は、哲学の叙述においては、個々の概念が互いに交差するこ

となく、他の概念と結合することによって、全体を構成することが必要であると指摘す

る。 

 

有機的統一とは、個々の概念が他の概念と交差すること無くして、互いに相排斥し、

 
11 田村[1922], 10頁. 
12 Kant, AAIV, AAIV, S.263, S. 392. 
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而も他の概念と綜合せば対象の全部を漏れなく包んで、其の間に一毫の間隙をも生

ずることの無きをを謂ふのであります。（田村[1922], 14頁） 

 

 さらに田村は、このことを「哲学の任務」と関係づけて、次のようの述べる。 

 

一切の対象を包括して、知識の体系や、学問の分類やに資するに足るが如き、類別

を立つることは、個別科学の企及するところではなくして、正しく哲学の任務とせ

ねばならぬところである。（田村[1922], 2頁） 

 

 以上のようにして田村は、基礎概念から出発して、「知識の体系」や「学問の分類」

に資するような類別を打ち立てることが、哲学の任務であると指摘する。この観点に基

づいて田村は、本書の叙述を開始している。 

 

3.2. 学問論の確立 

以上のような観点から田村は、恐らくは新カント派における自然科学と文化科学の区

別を意識したと思われる観点にたつことで、文化科学を含めた個別科学の類別の必要性

について指摘する。 

 

私に思ふに個別科学――殊に其の対象の感覚を基礎とすることの少くして、且恣意

を交へ易い文化科学――の領域に於いて最も必要なることは、能く其の学問の性質

を理解し、且其の取扱ふ知識の種類の如何なるものなるかを、明瞭に意識すること

であらねばならぬ。（田村[1922], 3頁） 

 

 以上のようにして田村は、哲学の任務を、文化科学を含めた個別科学の性質を理解し、

その扱う知識の種類を明瞭に意識することであると指摘する。しかし田村によれば、従

来の哲学はこの任務を十分に遂行してこなかったという。 

 

然ればこんなに個別科学に於いて――と言ひても特に文化科学に於いて――議論

の紛糾の容易に去らないことには、今日の哲学が今尚多端の任務に追はれて、知識

の体系や学問の分類やに関して、その鋭峰を向け悉くすに暇が無く、対象の類別に

関しても、未だ個別科学の利用するに足る如き、細密の考察を為し得なかったこと

も、その主なる原因として数へられねばならぬであらう。（田村[1922], 3頁） 

 

上記のような観点から、田村は自著の課題を、個別科学の体系を確立するための「基

底」を確立することのうちに見出している。 
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左の論文は、元より知識の体系や、学問の分類やを確立すると云ふ――一人一生の

手には、余りにも大に失する――大目的の為に書かれたるものではないが、少くと

も対象の方面に於いては、何等かの形式に於いて、其の確立の基底とも為り、且個

別科学殊に文化科学に対しては、多少でも其の利用に資せらるるに足るものを得ん

が為に、企図せられたるものである。（田村[1922], 8頁） 

 

3.3. 綜合的方法による基礎概念の定義の実践 

以上のような問題意識のもと、田村は叙述を開始する。先述のように、田村の叙述は、

カントの語彙に基づくならば、いわゆる綜合的方法に基づいていると考えることが可能

である。綜合的方法とはすなわち、哲学において一般に用いられる基礎概念の規定から

出発し、その派生概念を規定するという叙述の順序および方法である。 

この観点から田村は、「世界」および「物」を端緒とした抽象的な諸概念の規定から、

より具体的には、「世界」と「物13」の定義から出発する。しかし、より重要なのは、そ

の直後に導入される「実在（Realität）」と「現実（Wirklichkeit）」の区別である。田村は、

「感覚以前の世界を超越的実在若しくは単に実在（Realität）14」と称し、その構成要素

を「質料（Materie）」と定義する。これに対して、「感覚以後の（即ち感覚に映じたるま

まの特質を有するものとしての）世界15」を「現実的実在若しくはたんに現実（Wirklichkeit）
16」と名づけ、この構成要素を「素材（Stoff）」と名づける。そして、「我々の考察の出

発点とすべきは［…］現実的実在（若しくは素材）であらねばならぬ。現実的実在（若

しくは素材）こそは、我々に与へられて居る17」と述べることで、議論の焦点を「感覚

以後の世界」に差し向ける。 

このような傾向は、「感覚」「判断」と「観照」「思惟」のあいだの区別によって、より

先鋭化されていくことになる。田村によれば、「感覚」と「判断」の対立は、「表象若く

は対象の以前の段階に」振り分けられ、これに対して「観照」と「思惟」の対立は、「表

象若くは対象以後の段階に」振り分けられる。そして、後者の「観照」「思惟」に定位

して議論が進められることとなる。 

 

3.4. 対象論への議論の収斂 

3.4.1. 模写説の批判 

 以上のような問題構制のもと、田村は「感覚以後の世界」に定位して議論をすること

を宣言する。ここで田村が批判しているのは、感覚に先立つ存在だけに実在性を付与す

 
13 田村[1922], 15頁. 
14 田村[1922], 17頁. 
15 同上 
16 同上 
17 同上 
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る立場であり、伝統的には模写説と呼ばれてきた立場である。この観点から田村は、次

のようにして模写説にあたる立場を論駁する。 

 

素朴的なら考へ方よりすれば、現実的実在若くは素材は固有的に種々なる性質を有

し、而して我々は官能に依って之を模写するが故に、意識に於いて其の性質の表象

若くは概念を生ずるとされ、且其れが自明とせられているけれど、其れは決して正

当ではない。現実的実在若くは素材は、感覚以後の世界である。此の感覚以降の世

界を感覚以前にも其の儘に予想し、感覚以降に初めて知らるる性質を、感覚以前の

世界にも其の儘に附着せしめて考ふるは、許すべからざる独断であると謂はねばな

らぬ。我々は超越的実在若くは質料より投げられたる刺激を感覚として受領するも、

之れを表象として翻訳し、若くは概念として革成して、刺激其の物とは別個のもの

を、其の意識内容として居るのである。(田村[1922], 27頁) 

 

 以上のようにして田村は、模写説が実在を付与する対象としての「感覚以前の世界」

を、議論のスコープから外すことを宣言する。これによって、田村によって語られる対

象は、「現実」を構成するものに限定されることとなり、いわば我々の認識作用に紐づ

けられた対象だけが、議論の対象とされることになる。 

以上のような立場に立つことで田村は、感覚以後の「現実」に定位することによって、

我々の認識作用、すなわち概念をも含む、広義における対象の領域の構築へと着手する。

田村は次のように述べる。 

 

世界の実在の我々の知識に没交渉であることは、我々の認識が如何に動いても、其

の実体の数を加へぬことにても知らるるし、又実体の背後に存せざる夢幻の場合に

も、其れが背後に存する醒覚の場合と、同様の表象が成立し得るにても知らるる。

（田村[1922], 30頁） 

 

3.4.2. 対象の概念への収斂 

 以上を踏まえて田村は、「思惟」と「観照」という「感覚以後」に定位した議論を行

う。そして、表象および概念をも包括した領域を想定し、これらを含む領域としての「対

象」という概念の定義へと向かう。 

 

意識に於いて表象として成立し、且は概念として把握せらるるものは、若其れにし

て反省せられ、思惟を止めらるるならば、其の内容の論理的意義に於て、之れを広

く対象（Gegenstand）と称することを約束する。（田村[1922], 32頁） 

 

 以上のようにして田村は「対象」という概念を新たに導入することによって、概念等
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の認識作用に広く紐づけられた領域を剔抉する。このような狙いの下で定立された「対

象」の概念は、感覚の対象である「現実」や「素材」よりも広い意味を担わされる。 

 

対象は――其の心理学的方向に於いて解せらるると、また論理学的方向に於いて考

えらるるとを問はず――現実的実在若くは其の素材に与へられたる意味よりも、其

の包む範囲が広い。（田村[1922], 35頁） 

 

 以上のようにして田村が定立する「対象」の概念は、「現実的実在若くは其の素材に

与へられたる意味よりも、其の包む範囲が広い」と述べられているように、マイノング

の定立する「対象」概念に匹敵する広い領野を含み持つものとして定立されている。こ

のようにして田村は、学問の方法論上の便宜によって基礎概念の定義から出発しつつ、

マイノング以来の「対象」という領域の剔抉へと、その議論を着地させてゆくのである。

そして、このような「対象」概念のさらなる分類と吟味を通じて、対象のより子細な分

類を行ってゆくこととなる。 

 

3.5. マイノングの「対象」に対する換骨奪胎――「支盤」概念の導入 

以上のように田村は、マイノングの「対象」の概念へと着地するかたちで、対象の分

類に先立つ「対象」概念の定立を行っている。しかし、田村の取り組みは、マイノング

の端的な受容に尽きるものではない。もとよりマイノングの対象論は、西田幾多郎に言

わせれば「あまり発達しなかったやうである」と評されているものであり、いわば失敗

した試みである。このようなマイノングの対象論に対して、田村は新たな着眼点を導入

することで、この問題を切り抜けようとする。田村の創意工夫にはいくつかのものが存

在するが、そのうちの一つが、「支盤（Substrat）」という概念の導入である。 

 

一切の対象の類別の原理を為すものに、二が有る。一は対象の支盤（Substrat）其の

物に内在する差別であって、他は対象の支盤に関する見方の差異である。対象の支

盤の見方の差異に基づく類別は、私の問題の解決に関係するところが無いから、暫

くこれを措く。対象の支盤に内在する差異に基づく類別には、三つがある。実象と

虚象、顕象と潜象並びに感象と思象との対立が、即ち是れである。（田村[1922], 37

頁） 

 

 以上のようにして、田村は「対象」の概念に対して、その「支盤（Substrat）」という

概念を導入する。そして、この「支盤」概念に定位することで、「実象」と「虚象」、「顕

象」と「潜象」、「感象」と「思象」といった対象の区別を行ってゆくこととなる。 
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3.6. マイノングの「存立」概念の受容とその換骨奪胎 

 以上のようにして「支盤」の概念を得た田村は、マイノング以来の重要概念である「現

実存在」と「存立」の区別に言及することで、マイノングの議論に対する参照を行う。 

 

対象の支盤に内在する類別が確定せられたる後に、此処に附記せらるるを正当とす

るは、存在者（das Existierende）と存立者（das Subsistierende oder Bestehende）の区

別である。（田村[1922], 67頁） 

 

 上記で田村は、存立者に対応するドイツ語として、“Subsistierende oder Bestehende“ と

いう二語を付記している。この付記をもたらした事情として第一に考えられるのが、マ

イノングの Bestand は、英訳だと subsistence と訳出されるのが一般的であるため18、そ

こから示唆を得て、Subsistierendeというドイツ語を付記した可能性である。しかし、そ

もそもなぜそのような付記を必要としたのであろうか。このことは、田村自身の対象論

に関する見立てと関係している。すなわち、田村の見立てでは、マイノングのように「現

実存在」と「存立」という区別だけでは不足していると考えられるのである。この点に

ついて、田村は次のように述べている。 

 

「存在者（das Existierende）」は「非存在者（das Nicht-existierende）」に対するが、二

者の関係は絶対的である。個々の場合――例へば天使、天国等――において、其の

果して存在者なるか、将非存在者なるかに就いて、決し難きことが有るにせよ、総

て其の何れかの一方に決せらるれば、存在者は決して同時に非存在者たることを得

ぬ。之れに反して存立者（das Subsistierende）は非存立者（das Nichtsubsistierende）

に対するも二者の関係は相対的である。一切の表象若くは概念は、皆存立者である。

いわゆる非存立者は、只之れを一定の主体と時空とに制約して初めて考へらるるに

過ぎぬ。（例へば或者が或時間及び空間において、或表象を有せざる場合に、其の

表象を以て非存立者と謂ふが如きは、是れである）。存立者は之れを二に分かちて

考ふることが能きる。成立者（das Bestehende）と非成立者（das Nichtbestehende）と

が、即ち是れである。成立者とは妥当なる存立者を謂ひ、而して日成立者とは妥当

ならざる存立者を謂ふ。或存立者の妥当であるか否かは、論理学の成果に従って之

れを分かつ。（田村[1922], 71頁） 

 

マイノングの区別においては、存立者と成立者はみな「存立者（das Bestehende）」に

振り分けられる。しかし田村は、ここに更なる区別を導入することによって、「妥当性」

 
18 それを象徴する例として、田村らの仕事よりも後ではあるが、1967年の Roderick Milton 

Chisholmによる英訳を挙げることができる。それ以前から、英語圏では Bestand の訳語は

subsistence で通用していたと推定することが可能であろう。 
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という軸を引き込もうとする。 

 以上のような観点に立ちつつ、田村は「支盤」概念に依拠して、さらに次のような分

類を行う。この分類によって、文化科学の対象である「文化」や「価値」が射程に収め

られることとなる。 

 

所謂支盤の見方の差異に基づく類別も、亦之れを三に分かつことが能きる。属性象

と実体象、自然象と文化象、並びに素質象と価値象との別が、即ち是れである。（田

村[1922], 75頁） 
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3.7. 対象の分類 

 以上を踏まえて田村は、次のような対象の分類を行っている。 

 

分類 1 

    生活事象 非生活事象 

単
体 

原
本
的 

単純的 単独   

共存  

複雑的 単独   

共存  

合
衆
的 

単純的 単独   

共存  

複雑的 単独   

共存  

複
態 

原
本
的 

単純的 単独   

共存  

複雑的 単独   

共存  

合
衆
的 

単純的 単独   

共存  

複雑的 単独   

共存  

（田村[1922], 223頁） 
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 さらに田村は、「支盤」の働きの関係に応じて、次のような分類も行っている。 

 

分類 2 

単態事象  複態事象 

 能動  能動・受動 

自然構象 文化構象 自然構象 文化構象 

受
動 

自
然
構
象 

純粋自然的

自然／文化

事象 

不純粋文化

的自然／文

化事象 
能
動
・
受
動 

自
然
構
象 

自然互関

的文化／

自然事象 

自然及び文化

交叉的自然／

文化事象 

文
化
構
象 

不純粋自然

的自然／文

化事象 

純粋文化的

自然／文化

事象 

文
化
構
象 

 文化互関的文

化／自然事象 

（田村[1922], 247頁） 

 

 

 以上のようにして、田村は対象の分類を行う。これらの分類は煩雑を極める上に、そ

の具体的な応用については、30 年以上後になって書籍として公刊された別著『学問論

の研究』へと委ねられている。しかし、このような田村の取り組みは、マイノングが行

おうとしていた試みを一歩先に進めようとしているものであることは想像に難くない。

このようにして田村は、マイノングの対象論の試みを、さらに前進させようとしていた

ことが見て取れる。 

 

4. 『対象論』から『学問論の研究』への接続 

 以上の議論を踏まえて田村は、学問の分類へと歩を進める。この研究は当初、論文の

形で発表されたが、書籍の形で公刊されるには、1959 年まで待たなければならなかっ

た。しかし、両書が緊密な結びつきを持っているのは、一圓一億が「序文に代えて」の

なかで、「本書『学問論の研究』は、右の『対象論の研究』の姉妹編をなすもので、各種

の思惟方法の類別とその位置づけをされたものである19」と述べていることからも、伺

い知ることができる。このように田村は、『対象論の研究』を踏まえつつ、以下のよう

な学問の分類を行う。 

 

 

 

 
19 一圓[1959], 2頁. 
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分類 3 

（一）本来学 

（イ）純正学 

（A）純正顕存者学――純粋実質学 

（B）純正潜存者学――運用実質学 

（ロ）運用学 

（A）運用顕存者学――運用実質学 

（B）運用潜存者学――運用形式学 

（二）伝現学 

（イ）純正学 

（ロ）運用学 

 

 以上のアウトラインに沿って、田村は学問の分類を精緻に行っていくこととなる。 

 田村の学問論について、これ以上の深入りを行うには、本稿に残された紙幅はあまり

に少ない。しかし最後に、田村の対象論が学問の分類にとって大きな意義を有している

ことの証言を、吉富重夫の論文から引いておきたい。 

 

博士の方法論上の特色は、カント的なシェマティスムスともいうべきものであった。

たとえば、対象論において、世界を超越的実在と現実的実在とをわかち、一切の対

象の支盤に内在する差異に基く類別として実象と虚象、顕象と潜象、並びに感象と

思象にわかち、さらに世界の表象を、その顕象たる資格と実体象たる資格との表す

支盤の見方の差に基いて構態象もしくは構象と事件象もしくは事象とにわかたれ

るがごときである。学問論において、一切の学問を本来学と伝来学とにわかち、さ

らにそれぞれについて純正学と運用学とをわかちつつ、ことに本来学について純正

顕存者学――純正実質学と純正潜存者学――純正形式学、並びに運用顕存者学――

運用実質学と運用潜存者学――運用形式学とをわかたれるがごときは、いずれもこ

のような図式論的展開の証左である。（吉富[1973], 300頁） 

 

まとめ 

 本稿では、田村徳治の最初期の「対象論」について、そのマイノングとの対決という

観点から検討を行った。まず、西田幾多郎の『現代における理想主義の哲学』における

ブレンターノ派の記述およびマイノングに関する言及を参照することによって、同時代

の日独におけるマイノングの位置づけを確認した（１節）。次に、マイノングの『対象

論について』を中心に検討することによって、マイノングの対象論の内実を確認した。

具体的には、対象論というトピックそのものの成立および（2.1節）、対象の「存立」と

いうステータスの問題（2.2節）、そしてその典型としての数学の位置づけについて確認
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した（2.3節）。 

次に、田村徳治の『対象論の研究』を取り上げ、同書の議論の歩みを検討した。はじ

めに同書の方法論的前提を確認し（3.1節）、次いで学問論の成立という同書の問題意識

を概観した（3.2節）。さらに、基礎概念の定義に定位しつつ（3.3節）、議論を対象論へ

と収斂させてゆく議論の歩みを確認したうえで（3.4 節）、田村に独自の着眼点である

「支盤」概念の導入と（3.5節）、マイノングの対象論の鍵概念である「存立」を田村が

如何にして換骨奪胎しようとしているのかを検討し（3.6節以降）、それらを踏まえた田

村の対象の分類の試みについて概観した（3.7 節）。最後に、『対象論』における対象の

分類が、学問の分類にもリンクしていることを指摘した（4節）。 

もとより田村の哲学的業績は、多岐にわたる内容を含んでおり、その影響関係もマイ

ノングからのものに尽きるわけではない。そもそも「文化科学」という枠組みの定立に

大きく寄与したヴィンデルバントとのかかわりや、同時期にやはり学問の分類に従事し

ていた Stumpf[1907]とのかかわりなども、精査されなければならない。とはいえ、田村

徳治の最初期から晩年までを貫いていた学問の分類に関する関心が、オーストリア哲学

に少なからず負っていたと推定されうることは、従来の法学・政治学史観に対して新た

な知見をもたらすものである。そのような視座の設定に寄与したことと信じて、本稿を

閉じることとしたい。 
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